電子計算処理業務仕様書別添



第１　目的
　　　　この仕様書は、富士宮市水道料金等徴収業務委託（以下「委託業務」という。）のうち、電子計算処理業務に関する仕様について必要な事項を定める。

第２　電子計算処理システムの内容
１　基本事項
⑴　受託者は、委託業務に必要な電子計算処理システムを用意し、システム構築、運用管理、運用要員の確保及び研修並びに市職員に対する説明及び研修を行い、委託業務の円滑な履行に努めなければならない。
⑵　システム開発、機器準備等については、令和８年度中に調整し、令和９年４月１日から地方税統一二次元バーコードによる地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ）を利用した収納方法に対応した運用を開始すること。

２　電子計算処理システムの準備及びその他の事項
⑴　現行システムのデータをもれなく移行し、新システム移行後、委託業務に支障が出ないよう各種検証作業を行うこと。なお、検証作業及び新システムへのデータ移行に係る費用は受託者の負担とすること。
⑵　現行システムで作成された納入済通知書の消し込みが行えること。
⑶　現行システムから新システムへの移行時には、口座データ変換等市と受託者の協力が必要になるため、十分な協議を持ってシステム移行を行うこと。

３　電子計算処理の内容　
⑴　受付業務に関すること。
⑵　検針業務に関すること。
⑶　調定・更正業務に関すること。
⑷　収納業務に関すること。
⑸　滞納整理業務に関すること。
⑹　水道メーター管理に関すること。
⑺　統計業務に関すること。
⑻　給水装置工事申込書及び公共下水道使用開始等届に関すること。
⑼　その他、上記各号に附帯すること。

第３　電子計算処理システムの設備等
１　電子計算処理システム端末等
電子計算処理システム端末（以下「端末」という。）を次のとおり用意すること。
⑴　営業所に設置する端末等の数は、円滑な受託業務を行うために必要な台数を配置すること。
⑵　受託者は、市が使用する端末を、上記以外に、水道部水道業務課、水道工務課、下水道課に各１台設置すること（納入通知書再発行等の出力、開始・休止等異動作業及び状況確認等照会作業ができること。）。
⑶　検針用ハンディターミナルは、円滑な業務実施に必要十分な台数を用意すること。
⑷　口座振替及びコンビニエンスストア等収納伝送用端末を設置し、市が金融機関への振込データ伝送用に使用できるよう、市と協議すること。
⑸　データバックアップは定期的に行い、障害が発生したとき速やかに復旧できるよう
にデータの管理をしておくこと。なお、システムを並行運用する場合は事前に市と協議すること。
⑹　システム及び設置端末の運用保守管理（附属機器を含む。）をすること。

２　通信回線　
⑴  庁舎内にサーバを設置する場合は、企画部デジタル推進課内に設置すること。形状、機能については、以下の条件を満たす必要がある。また、必要なユニット数、電気容量、電源数を事前に提示すること。　　　　　　　　　　　 　　
ア　ラックマウント式(１９インチラック)であること。
イ　適切な停電対策及びデータバックアップ対策を備えること。
ウ　リモートアクセスによるメンテナンスが可能であること（夜間及び休日のサーバ設置場所への入室は、基本的にはできない。）。
⑵　庁舎－営業所間の庁舎内のＬＡＮ配線は市で用意する。
⑶　営業所内のネットワークは、必要に応じ設置すること。なお、ネットワーク変更がある場合は事前に市と協議すること。

３　セキュリティ
⑴　ネットワークは、セキュリティ・ウイルス対策を十分に行い、機器を操作する業務従事者にもハッキング等の違法行為をしないよう管理監督をすること。
⑵　情報セキュリティ実施手順書を作成し、市の承認を得ること。また実施手順が遵守されるよう業務従事者に対し十分な研修を行うこと。
⑶　ネットワーク構成図（物理、論理）を作成し、障害対応が迅速にできるように準備すること。また、作成した構成図は、市へ成果物として納品すること。
⑷　外部記録媒体を利用する場合は、自動暗号化機能を有する物を使用し、利用者を特定できるなどの管理を行い、情報漏えいすることないように対策を施すこと。

４　サービス目標
⑴　 電子計算処理システムのサービス目標は、次の表のとおりとする。
	項目
	保証値

	
	稼働指標
	故障復旧時間

	電子計算処理システム
	年間稼働率
	99％
	2時間


備考
⒜ 「年間稼働率」とは、次の方法により算出する。
（年間累計サービス提供時間　÷　年間累計合意サービス時間） × 100
　※年間累計は４月から３月とする。
なお、稼働率低下の原因が市の故意、過失によるもの及び天災地変に基づく場合、また、定期保守及び計画的作業時間は除く。
⒝ 「復旧時間」とは、市、受託者を問わず、障害が確認された時点から、代替手順を含めて処理再開が可能となった事を確認するまでの時間とする。障害時間の捉え方は、庁舎内に配置している全ての端末でシステムが使用できない場合にカウントする。
⑵　受託者は、電子計算処理システムに障害が発生した場合は、速やかに市に報告するものとする。
⑶　受託者は、毎年５月までに、前年度の４月から３月の年間稼働実績を市に報告するものとする。なお、年間稼働実績がサービス目標に達しなかった場合は、達成できなかった原因及び今後の対策を書面にまとめて市に報告し、改善を図るものとする。

第４　電子計算処理システムの機能
１　全般に関する事項
電子計算処理システムは、水栓情報を基に検針情報、認定情報、収納情報、未収金情報等を一元管理できるものとし、次の事項に対応すること｡
⑴　水道業務及び下水道業務に対応していること。
⑵　コンビニエンスストア収納（電子決済サービス（PayPay）を含む。）に対応していること。バーコード仕様は、ＧＳ１－１２８（４４桁固定）とする。
⑶　使用者、調定、メーター、入金、更正、対応状況などが履歴で管理されていること。

２　受付業務に関する事項
⑴　開栓処理
ア　新設（給水台帳）の登録ができること。
イ　電話等での開栓受付が画面を見ながら容易にできること。
⑵　閉栓処理
ア　閉栓理由、納付区分、転居先等の情報入力ができること。
イ　電話等での閉栓受付が画面を見ながら容易にできること。
⑶　再開栓処理
ア　再開栓処理に必要な水栓情報を、旧水道使用者等から新水道使用者等に引き継ぐこと。
イ　電話等での再開栓受付が、画面を見ながら容易にできること。
⑷　検索処理
ア　複数検索条件の指定で絞り込みができること。
イ　過誤納金は、還付情報及び充当情報が詳細に分かること。
ウ　使用者情報等は、速やかに展開できること。
⑸　納入通知書等発行処理
各種納入通知書等が容易に出力できること。

３　検針業務に関する事項
⑴　検針処理
ア　検針データを容易に作成することができ、検針用ハンディターミナル及び電子計算処理システムへのデータ送受信が容易にできること。
イ　検針結果の一覧表及び異常水量の一覧等、帳票出力が可能なこと。
ウ　検針データの訂正及び料金更正が可能なこと。
エ　端末からも検針票が出力可能なこと。
オ　電子計算処理システムとのデータの送受信は、原則としてＬＡＮ上等でやり取りができること。
カ　検針データの作成及び検針後のデータの送受信は、複数かつ同時に実行できること。
⑵　検針用ハンディターミナルに関する事項
ア　検針用ハンディターミナルの機能については本仕様書に定めた業務を漏れなく、滞りなく処理できることを基本とし、市及び受託者で十分な協議により詳細仕様を策定し、開発を行うものとする。
イ　特定の使用者を検針したい場合、検針地区、使用者名、水栓番号、水道メーター番号、電話番号等の複数の方法により検索が可能なこと。
ウ　検針票に、口座振替済のお知らせ（口座振替結果）の出力が可能であること。
エ　検針票には、使用者への通知等を自由に打ち出すことができる欄があること。
　
４　調定業務に関する事項　　　
⑴　納入通知書（大量印刷・単票印刷）の出力ができること。
　⑵　納入通知書を送付先単位にも出力できること。
⑶　納入通知書の発行及び再発行（画面上に再発行済の表示（発行年月日等含む。））ができ、発送日及び納入期限の履歴管理ができること。
⑷　調定更正（減免等）が現年度、過年度でできること。
⑸　使用者情報処理は、全ての項目で修正ができること。
⑹　使用状況等により認定処理ができること。

５　不納欠損処理に関する事項
⑴　不納欠損処理ができること。
⑵　欠損予定、欠損確定者のリストを年、調定月等の範囲指定で出力できること。

６　収納業務に関する事項
⑴　収納消込処理
ア　金融機関収納データの消し込み処理ができること。
イ　コンビニエンスストア等収納データを受信でき、消し込み処理ができること。
ウ　バーコードでの消し込み処理が可能なこと。
エ　二重消込及び調定額を超える消込額については、過誤納金処理を同時に行えること。
⑵　過誤納金処理
ア　還付及び充当処理が画面で入力でき当該通知書等のリスト出力ができること。
イ　還付及び充当情報（発生日、対象金額、連絡日等）が画面で照会、かつ当該リストが出力できること。
ウ　還付及び充当した件数と金額が管理できること。
エ　複数の調定に充当処理ができ、かつ当該通知書及びリスト等が出力できること。
⑶　口座振替処理
ア　口座振替のデータ受渡しは伝送扱いができること。
イ　再振替ができること。
ウ　金融機関ごとに口座振替、口座振替済、口座振替不能、口座再振替、各通知書及びリストの出力ができること。
エ　処理件数等のリストが出力できること。
⑷　分納処理
ア　分納の納入通知書の出力ができること。
イ　分納情報が、画面で照会できること。
ウ　発行件数等のリストが出力できること。

７　未収金収納業務に関する事項
⑴　督促・催告処理
ア　督促状、催告書の出力ができること。
イ　発行履歴が管理でき、画面で参照ができること。
ウ　発行件数等のリストが出力できること。
⑵　給水停止処理
ア　給水停止について、給水停止通知書及び給水停止執行通知書の出力ができること。
イ　月例処理以外でも給水停止執行通知書が発行できること。
ウ　発行履歴が管理でき、画面で参照ができること。
エ　発行件数等のリストが出力できること。
⑶　未収金管理処理
ア　未納者一覧等の照会及びリスト出力ができること。
イ　未収金収納の訪問記録や交渉記録を登録及び照会できること。

８　検定期間満了水道メーター交換管理に関する事項
⑴　交換伝票の作成ができること。
⑵　交換履歴の管理ができること。
⑶　地域別に検定期間満了水道メーター、水道メーター一覧リストの出力ができること。
⑷　水道メーター取替のお知らせが印刷できること｡

９　下水道に関する事項
⑴　下水道情報の異動処理ができること。 
⑵　下水道のみの使用者についても、異動処理及び自動料金計算等の処理ができること。
⑶　農業集落排水データの管理ができること。

10　統計業務等に関する事項
⑴　各種統計資料を出力できること。
⑵　下水道普及率及び水洗化率の統計資料を出力できること。

11　地方税統一二次元バーコードによる地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ）を利用した収納方法の導入について
　⑴　基本要件
　　ア　eLTAX利用サービスで取り扱うデータは、使用者に関する秘匿すべき重要機密事項であり、情報セキュリティ対策、個人情報保護対策が十分に確保されること。
　　イ　共同機構が定める「認定委託先事業者監査実施要綱」に基づき、共同機構による外部監査を受けて情報セキュリティ対策の維持が担保されていること。
　　ウ　導入するうえで、市に対して納品が必要なハードウェア及びソフトウェアがある場合は、必要に応じて調達し、納入すること。
　⑵　初期導入
　　ア　導入について、確実に遂行できる体制を構築したうえで実施すること。
　　イ　進捗の管理を徹底すること。内容に変更が必要となる場合は、市と十分に協議し、承認を得ること。
　　ウ　必要に応じ、適宜ミーティングを実施し、市に対し報告・説明・協議を遅滞なく行うこと。
　　エ　初期導入を実施するため、以下の各種設計及び実施計画を提出し実現すること。
　　　a)　サービスの利用に向けて、受託者が所管するサーバの設定
　　　b)　受託者が所管する利用端末の設定変更
　　　c)　サービスを利用するために必要な総合運転試験
　　　d)　その他、初期導入に必要となる業務に関すること
　⑶　セキュリティの担保
　　ア　eLTAXが障害発生等により利用できなくなった際は、復旧に必要となる障害対応業務を行うこと。
　　イ　障害等の不具合の発生に備えて、バックアップを複数世代取得し、保存すること。
　　ウ　セキュリティ事故の発生に備えて、利用ログを取得し、保存すること。

12　その他の機能
⑴　納付済証明書等の発行ができること。
⑵　通常の帳票及びリスト以外も、容易にデータベースからデータを取り出し、表計算ソフト等で各種統計資料の作成ができること。
⑶　料金改定のための料金シミュレーション機能を有していること。
　
5

